
男」紙様子(2-1 提μl先 1   習志野市

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書 (令和 2年 度)

1基本情報<共通>

【本計画書で提出する加算】※l」

ll算名をチェックリることし

回爆砦錮藍懃勲墜藍憲i■1」

2賃金改善計画について<共通>
※本計画に記載された金額は見込額であり、提出後び)運営状況(利 用者数等)、 人員gnL置 状況(職 員数等)そ の他の事由により変動があり得る。

1)プ )言隻]哉 処 善カロ算

① 算定する力日算の区分
※ 男1紙様式2-2のとおり

② 介護職員処遇改善加算の算定対象月

③ 令和 2 年度介護職員処遇改善加算の見込額 4,609,116   FI]

① 賃金改善の見込額(11) (右欄の額は③欄の額を上回ること 5,114,999  円

1)介護職員処遇改善加算の算定により賃金改善を行った場合の介護職員の賃金υ)総額 (見込額)

1)前年度c7D介 護職員め賃金め総額 (処遇改善加算等を政得し実施される賃金改善額及び独自1/p賃

全改詩額を除く)鞣準額 1】 (ア)メイ)Tυ≧(工 )

)総額

)加算lll総額(その他の職種に支払われた額を除く)

σD賃金改善額

叫畔 19年

円

円

円

円

円

円

4:8Z18:940

⑤ 賃金改善実施刃1問

【記入11の注意】
・ (1)① l)の「処遇改善加算の算定により賃金改善を行った場合の介護l til員 の賃金の総額 (見込額)」 及び 1)(ア )υ)「前年度の介護職員の賃金の

総額」には、介護職員処遇改善加算による賃金改善を行つた場合の法定福利費等の事業主負担の増ブ]日 分を含めることができる。
・ (1)① i)の「介護職員処遇改善力‖算の算定により賃金改善を行った場合の介護職員の賃金の総額 (見.込額)」 には、

を記載することし
・ (1)① l)(イ )の「前年度の介護職員処遇改善珈1算の加算の総額」及び(ウ )の

「前年度の介護職員等処遇改善加算の加算の総額」は、都道府県国
民健康保険団体連合会から通知lされる「介護職員処 FTI改善珈1算等総額のお知らせJに基づきFL載すること。(特定加算の加算σ)総額については、
そのllhの職種に支給された額を除く.)

.(1,0■ )(工 )の 1前年度の各↑護サービス事業者等の独自の賃金改音徴」は、不計山書の1是 出年度における0■ 日の貰金改善分 (初 めて●lL遇 改善
加算を取得した年度以降に新たに行ったものに限る。)をいう。(処遇改善加算及び特定加算に係るものを除く。)本欄に記載した賃金改善について
は、「(3)ハ 各介護サービス事業者等による処遇改善加算、特定加算の配分を除く賃金改善」1間 に支給額、方法等の具体的な資金改善の内容を
言∴載-4~る ことぃ

フリガナ

法人名

ユワグンガイシャ ォールフォアワン

有限会社 オールフォアワン

法人所在地

〒 275-0001
|

千葉県習志野市東習志野8-15-21

フリガナ

書類作成担当者

イン イ ヒデ カ ス

石井英寿

連絡先 生重:弔
「 104ケ 47



(2)介護 1哉 員等特定処遇改善力‖算

① 算定する4寺 定力日算の区分

※①、③、① 男|1紙様式2-3のとおり、lD1 111紙 2-2のとおり

② 介護職員処遇改善力‖算の取得状況

③傘i竺馘獣脇Ⅱ島昔覇借定状況

年度介護職員等特定処i出 改善加算の見込額崚) 781,200 1]|

(右欄の額は⑤欄の額を上回ること) 96/1,999   111
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48,885,001 111

1ll

l‖

‖1

111

4,848,940

⑦ 平均賃金改善額 率絣夫・技能の■も
介i【晰k員 (A)

他の介護職員([3) そt7「山の‖l'Fll(C)

lり 月|!■ ■反 t/1_Hi釜 の終根 、処過収普川1早 等を 1収 待し実施さオtる

賃金改善額及び独 自の賃金改善額を除く)(lo

1)前年度の常勤換算職 員数o

ll)話j年度の ‐11当 たりの常勤換算職員数(D

市)前 1■度のグループ毎の平均賃金額(月 額)【 基準額3】 oo/①

Oれ 珈 平 岐 徹 善J¨ 1「「 I州 )

(月 額)Q)/OズЮ     ‐。ぃ)及び(1→を実施
※予定している配分方法について選

     (  11)IV/0! IJ )
,(り そ,こ と.(L二上J■∠壼1■2)  |

税 幣 鷺 鵠 1馳渕 _10的
Ψ

田

1111L11)より算出したЛ哉員数か′♪算出した一人 |

」在1扮1籠T午IⅧ早鮒
~卜

上

]以

外の方
11↑l|
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人
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340,643 181,40で , 242,l r12
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円 )

2,712 11

(  26(),1352111 )
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月額 1ス均8万 Plの 賃金改善となる者又は改善後の賃金が年額410万 PJと 4tる 者 人(,と i込 )

(「 ∫1領平均8万 円の処遇改善又は改善後の賃金が年額4・10万 1り ,上となる者Jを設定できない場合そのlll山 )

日
‐
小規 l.4事業所等で力‖算額全llが 少額であるたy).

□ 1職員全体の賃金水準が低く、直ちに月額平均8万 円等まで賃金を引き上げることが[J難であるたy),

甲』』考えぎ剛 篇隼1腋臭侮燿議‖藝稽猟きにき拳Ⅲ出憲撻岬』響
にある静おいけしる能力や剛釧確にする

口|その他(|■ |■||‐ ||■
|‐■■■|‐ ■■|■|■ |‐ ||■ ■|■ |■■■|■ |■ ||111■ ■ |■ ■
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Ｉ

Ｉ

Ｉ
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Ｌ

賃金改善実施期間(k) 令■1■121年■141月  ～ 令和 |‐‐11■ 年 13‐ ■ナ1( 12か 月 )

【市l入 1lυ )7111音 】

・増設聾lビ岸:槻[襴嘗尋鷺埜早朧 酎誅をど脱理保宅雪グ
(見込紳」及びIX力の晰年度の賃金の総仙日上雌加算はる貸

.(2)Oi)の「特定加1算の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総鶴1(鬼込1貞 )」 には、製 辿」 加皇を川,得し L llさ 二る生命重止豊墨■L」
を記載¬

l■ることし
,(2)(0)1)(イ ル)「 前年度の介護職員処遇改善加算の加算総額」及0ヽ ウ)′ ,「 前年Itυ )介護J吉 員々等1寺定処遇改善珈算のカロ算総額」は、都道府県 ll

民健康 1果 険卜]体連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等給額のお力を,せ」に基づき記載すること。

. は,tt,■ ,(1■ )の 日11:卜皮σ)街 ′ド護
‐ll― ―ヒス半業ち等υ)狙 ぼ」げ)責 ■改書o日」lil、 下青「 ll l青 の 17L I II`1・ 及 |こ 1151り ろうЩログつ貰釜L:て 書

',(″
」濯
「

こ処,ftlして:吉

加算を取得した年度以降に新たに行ったt,の に限ろ.)をいう。(処 i饉 改善加1算 及び特手加算に係る1,υ
'を

除くし,4ヽ 欄に記載した噴全改善について
は、「(:3)⌒ 各介護サーヒス事業者等に 1る処遇改善加算、特定加算の山1分を除く賃急攻善J‖劇に支給額、方法等の具 |卜 的な質金改善の内容を

=己

劃|・|~ろ二
`●・ (2)l‐)i)の「前年度の賃金の総額 (7/1L遇改善力‖算等をlll得 し実方|されるli金 改善額及び独自の賃金改善額を除く)J(■ は、一ll申 請を行う場合に

ついては、原脚|と して、ni年 1月 から12月 までの賃金の総額を記載すること。ただヒ́、
「
そt711山 の職 llE((f)Jに は、賃金改善前の資金が1[に 年額■,1()

万
「

1を上|● |る 1故 員の賃金を含まないこと。

・ (2)① 」)の 高i年度の一月当たりの常勤換算H lk員数」には、一li申 請を行う場合については、原即1と して、「4ヽ 計ini書 を提出する1前 月の常勤腱算方
法により算出したJ哉 員数を記載すること。ただし、「そυ)但上げ

'職
種に)1に つい Cは、実人数によることt)できるⅢ



(3)賃金改善を行う賃金項目及び方法

イ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算    ※nl年度に提 IJ Iし た1言 画汽′lilltl■ イトルず,変 更がれ 1ヽ芳 r)|■
「変更なしJlf千 :に ック(/)日 養 吏なし

口 介護職 員等特定処遇改善加算   ※自11‐ 度に1是 |11し た言1画 書′寵 載 1「寸容力も変11か 4に い場んはヽ
「
■i性なし11● Iェ ックは ,[コ 変

=希

∫:1,い)I)(1・ )ヽこは(2)(11)面 ,(二「)′ ,「 i14Fiり 1ビ′
'各

・′ドfじ 等

貸金改善を行
う給 与σ)llll I真 □ 基本綸  □ 手当(編,)  □ 手当(既 存′

'1曽
額, □ 賞与  □ そげ,値

ミ千本白勺4cl皮 組[

内(奔

(J需亥事業llにおける賃金改善t72内 容の根llllLと なる規卿|・ ‖せI呈 )

□ 就業規則の見.直 し □ 賃金月11こυ,見直し  ロ コ ,自L(
(賃金改善に関する規定内容)

)

ス littυ ,lJヽ 拠規1■υ,りち、賢全改善に関する部分t記載i・lち、こと.                  ~~~
X前年度に提出した計Ij書かr,変 ll_が ル・る場合[は .F誉 史嶽

'｀

1を =ヽ線と-3~ろ
|■ビヽりヽi(■tiするこ1`,

21年 14 月 (□ 実施済 日 r′ 定 )

|ヽ 1換・1支宙ヒυ,

ある介護 l ll員

の考え方
8燿韓蛯馨戯印∬:響Ⅲ

“

零|1鐸軍警

賃金改善を行
う1lt lミ の1亀 隣1

日 .(A)経 験・技能のある介言(11ヽ 員  巨](1:)他υ)介 護‖lt員   1匝](cl)そ のlLの 1lt陣

((A)に チェック(ノ )が ない場合そυ,理 由) l  l        ■       ‐          .
賃金改善をイ,

うボ)与 のllJ類 コ 1基 本糸合 □ 1手 当(新設) □ 1手 当αI存の増領) 日 賞与 □ その他

具体的な取組
内容

(当 該事:業 llにおいて賃金改善内容υ)11(ltLと なる規則|・ 規 ll)

回 1就業規則υ,見 直し 自 1賃金規程υ)見 直し  ロ コ ,lL(

(賃 金改善に関する規定内容 :

リ

]饉魃羅濶ギTIツ
rlTT'「 :::11:「FΥ

`

大 L tt1/1 ttlllltLI Lの う「ン、賃金改善に1周 する部分を記tlするこど,.
資格・手当等に含めて賃金改善を行う場合は、そt/旨 を記載する■(L.

※11年度に提出した言|1直i書か1,変 だが 17る 場合には、変更箇所をlI:血 号す′34rど りllLに するこよ.

1:.1月 (国 |‐ 共方紅済 日 ¬与t)

ハ 各介護サービス事業者等による処遇改善カロ算、特定加算の配分を除く賃金改善

独自の賃金改
善の具体的な
Hl糸「[口Jイド

独 自の賃金改
善符iの 算定根
拠



次の要件について該当するものにチェック(ノ )し 、必、要事I貞を具体的に記載すること。

キャリアパス要件 I 次のイからハまでのすべての基準を満たす。    I加 算 I・ ■の場合は
`必

‐り「`該当」日‐該当  ロ リト該当

イ 1介護職員の任用における職位、職責又は職務内容等の要件を定めている。

口
|イ に島|チる機在、機妾支なれ森

^碁

尋にルまじた讐孫 素を走めそiも :

ハ イ、口について、就業規則等の明確な根ItL規定を書面で整備し、全ての介護lrit員 に周知1している。

3キャリアパス要件について<処遇改善加算>

※要件Шを満た Iを算定する)場合
やかに提出できるよう、適り]に保管すること。

※前年度に提出1し た計画書の記載内容かに,変 更がない場合は「変更なし」にチェック(ノ )E]変更なし

組みを りに記載し Cし 規卿l等について、1旨定権 かル)つた場合には速

キャリアパス要件 Ⅲ 次のイと口両方の基準を満たす。 加算 I・ I t71場 合はrビ、ず「該当」日 1該 当   □ 1非該当

介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見交換しながら、資質向 上の日標及び①、②に関する具体的な計「Iiを策定し、
研修の実施又は研修の機会を確保している。

資質向上のための計画に沿つて、″「修機会・
21提 供又は技術指導等を実施するとと()に 、

介護職員の能力評11をイTう。 ※当該l反細の内容について下記に記載すること

資格取得のための支援の実施  ※当該取判1の内容について下記に記載すること

ロ イについて、全ての介護職員 |

一　
　
　
　
②
　
　
　
　
一
此

一＝
目

日

Ｈ

昇

鋤溶裟エ

キャリアパス要件Ⅲ 次のイと口両方の基準を満たす。 カロ算 1の場合は
`必
ず「該当」 日 1該 当  |□‐非該当

介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は 定́の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設
けている。

①糞朧 裏神楡筆場侮どに応じて昇給す祉組み琳す。
具体的な仕組みの内容(該当F前|ハ 13鸞艦変触 竹型l奪

著r19全
てにチェック(ノ )司

ョァ倉経贔T寡洪需異旱若鵠Ъポ掟身妹株監綺とた1写lt避機 破
|

□③爾獅忘囃埋聯給畑且みを指す。ただし、客観的な評価基

イについて、全ての介護職員に周知している。

② lヽ い 輩岬IL■ 」や「実務者,「 修修了者Jな どの取得に応じて男給する仕組みを指す。ただし、介護



4職場環境等要件について<共通>
※ポ「年度に提世|し た計画書の記載内容か「り変更がない場 rl` 上変「だなしJにチ]ック(/)[コ 変更なし

「労働環境・ lL迎
lυ

'改
善 |

※前年度に提出した計画書の記載「l bl容 から)変 l14が なしヽ場合は「変更なし」にチェック(/)□1変 |■ なし
実施している周偽1方法につし チエック(ノ )す ること

以下の点を確認し、全てのI真 日にチェ:ン クし(ドさt

INヽ IヽⅢ 確認策1計 1証明 撼ヽ.資1料の例

日 加算IH当 額を適り」に西ご分するための賃金改善ルールを定めました。 就業リサ止卿|、 給 lJ ttlD_

□ 処遇改善川算として給付される額は、1設 員の賃金改善のために全額支出しま司 11:)け「りlれ‖

日 加算対象となる職 員の勤務体制及び資格要件を確認しました. 勤務体制表、チ1護福れにJ:登 録鳥|

日 キャリアパス要件 Hの資質向 上の日標及び具体的な計 llを 定めました。 資質向 LのためσD計山|

日
労働基準法、労 llll災 害 lkll償 lit険法、最低賃金法、労働安全術 J‐1法、雇丹1保険法そグ,

他の労llllに 関する法令に違反し、罰金以上のサ円に処せしれていま‐
ti/レ。

日 労 lillll保 険料の納付が適正に行われています。 労働 1丼t険関係成 立ll、 1/4定 保
険料申告書

日 本計画書の内容を雇月]する全ての1哉 員に対して周力|し ましたぃ 会議録、周知文書

※ 各証明資料は、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること
※ 本表への虚偽記載のlL、 介護 llltl員

/1L遇
改善加算及び介護職員等4寺定rt遇改善加算171請求に関し(ィ (上があった場合は、介護報諄J‖ の返 1量

べ■H定取消となる場合がt/る。

計画書の記載内容に虚偽がないことを証明するとともに、記載内容を証明する資料を適切に保管しているこ
とを誓約します。

令和  2 年 法人名 有限会社 オールフォアワン
代表者 職名 代表取締役  氏名 石井英寿

う)り預
|ソ イヽド

資質の向 上

働きなから介護福祉士取得を日1旨す者に対する実務者研 1夕受計支援や、より専 PЧ 性′)高 い介護技術を取得ヒ′ようとする者に対
する1喀痰吸引、認知症ケア、サー‐ビス提供責ll者研修、中堅‖哉員にキ|する‐マネジメントイ)Fl_υ )受講支援 (,「 1夕 受講時の他υ)介護
職員σ)負 1■を軽減するたy)の 代林職員確 1果 を含む)

OF修の受講やキャリア段イ立制度と人事考言‖tと υ)迪りJ

小規模事業者の共同による採用・人事「トーテーション・研修のための制度構築
キャリアパス要件に該当する事I貞 (キ ヘ′リアパス要件を満た t´ ていない介護事業 Flに 限う)

その他 :

日

□
□
□
□
一

労働環境・

処li「J171改 善

新人′|｀ 護Jlll員 の早期間口h,方上のためのユiル ダー メンター中1人指導担当者川刊度等■人

雇丹1管 l ll改 善のため管川1者の労働・安全衛生法規、体暇・(本職制ナせに係る研修受講等による雇用管・l改善対策の充実
lC I｀ 活用 (ケア内容ぺ‐lllし 送り事項の共有(事業F'「 内に力は タブレット端末をγFり ‖し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む)liよる力

｀
f雙 職員の事務負担軽減、1」 々υ)利用者´ヽ、υ)サービス履1歴・訪間介護員の出勤情報管llによるナービス提llt責 任者′

'シ
Iノ 1硝洲1に係る1'

務負担軽減、利用者情報蓄1責 によるJヨ |'1]昔 lJ々 の特1イ Lに ,1:じ たサービス提11年 等)に よる業務省プリイし

介護職員の腰痛対策を含tr負 担軽減のたyっ の介護ロボットやりI′ 卜等の介護機器等導入

子育てと/1両 立を目1旨 J~者 lllた めの育児休業制度等の充実、・H:業口irl保 育施設の整備
ミーティ:/グ年によるJ故場内コミュニケーションυ)円 消Jヒ による個 υ々)介護 1哉 員の気づきを1占 まえた・l・

ll務 環暁やケ7´ 内容のtt普

事故・ウブル・、υ)対応マニュアル等υ,(11成 に上る責自lυ ,,F角 :flけ1確 fヒ

blt康診断・こころの健康等の健康管理面iげ)強 |し 、職員休憩室:分煙スペース等 llttl l

そll l他
:

国
□
□

　

□

日
日
□
□
□
一

そのイ也

El′ :護 ′―
|ス情報公本製度の活‖1による経営・人|イ 育llk ll′色ミの見える|ヒ

~~~~~~~~一 ―

□
性清督契墓∫

他産業からの転職者、主婦層、中高年歯卜者等)に特 |ヒ した人事制度の確立 (勤 務)

巨]障害を有する者でも働きやすい職場環境構築やlll務 シフ1蘭 !慮

□ 地域の児童・生徒や ni民とυ)交 流によるlL域れ括ケフ
′の一員とし(の■チベーション句 L

日 非 iE規職員か|,ili規職員.、υ:転換

日 Hltl員 の増員による業務負1け)軽減                       
｀

E]そあ他:

′ のヽlI己 1暮 i、 短‖寺問 1卜 iルせ‖ll ttrl

5見える化要件について<特定力Π算>

ホームンく―ジ
のヽ掲載

そのイ山の方法
に,」ミる掲示等

「介i隻サービス1青報公表システ′、」へめ1場載  //‐□ 掲載予定
υ「自社のホームイ`く―ジに掲4t・「同社のホ ムイ`く―ジに掲4t・        /巨 }1葛載子走

事業所・方11設 の建物で、外部から,提.え る場所への lL示    /[コ ||じ 証予定■

1111■ ■■■‐|■ |lj・ /□予定

月  14 日


